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海外石炭火力発電
事業が引き起こす
深刻な健康被害

日本の
二重基準

ここでは、排出制限をめぐる日本の二重基準の影
響を、2つの異なるシナリオで引き起こされる若
年死の数を比較することにより評価している。

石炭火力発電所からの排出について、日本の基準
は複雑だが、新規発電所の環境要件として設定さ
れる排出制限は厳しい。私たちは、日本の公的金
融機関が2013年1月から2019年5月までの期間
に資金提供した海外の17の石炭火力発電所につ
いて、詳細な大気モデリングと健康影響評価を実
施した。発電所の所在地は、投資先上位5カ国のイ
ンドネシア、ベトナム、バングラデシュ、モロッコ、
インドである。[5]

その結果、日本だけでなく、日本の公的金融機関か
ら資金提供を受けている海外のすべての石炭火力
発電所に日本の排出制限の中央値が適用されると、
毎年推定で5,000人から15,000人の若年死が回
避されることが示された。それらの発電所が標準
的な運転期間の30年間運転を続けたとすると、日
本の公的金融機関から資金提供され、低い排出基
準で運転する17の石炭発電所に起因する回避可

能な若年死者数は、148,000人から410,000人
にのぼる。若年死のほとんどは、危険な大気汚染
がすでに問題となっているインド、インドネシア、
ベトナム、バングラデシュで発生するとみられる。
これらの国での日本の石炭火力発電への投資は、
これらの国が大気汚染を減らし、公衆衛生基準を
満たすことをさらに難しくしている。
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要約版
日本は現在、国内外で新しい石炭火力発電所を積
極的に建設している唯一のG7国であり、公的金融
機関（PFA）を通じた海外の石炭火力発電事業へ
の資金提供額がG20諸国の中で2番目に大きい投
資国である。石炭火力発電は、地球規模の気候変動
の最悪の原因で、世界の二酸化炭素排出量のほぼ
半分を占めている。[1][2]

さらに、石炭を燃やすと大量の危険な大気汚染物
質が放出され、一連の重篤な疾患を引き起こすこ
とにより、若年死の原因となることが知られてい
る。[3][4] 日本が支援する海外の石炭火力発電事
業のほとんどは、日本国内で求められるものより
はるかに劣る排出制御技術を採用しており、 事実
上、日本は致命的な二重基準を運用している。つま
り、日本は国内では受け入れられないレベルの大
気汚染を引き起こす海外の石炭火力発電所に投融
資している。

危険な大気汚染物質排出の二重基準により、日本
の資金による海外の石炭火力発電所は、日本で建
設されるものと比較して最大13倍の窒素酸化物
（NOx）、33倍の二酸化硫黄（SO2）、40倍の煤塵
（ばいじん）の排出を許している。本報告書は、大
気汚染が若年死を引き起こすという観点から、こ
の二重基準が人命にかかわる影響をもたらしてい
ることを明らかにし、日本が資金提供した海外の
石炭火力発電事業が、日本国内で新設される石炭
火力発電所と同じ排出制限を適用した場合、若年
死をどの程度回避できるかについて分析している。
 

シナリオ1
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図：石炭火力発電所の大気汚染物質NOx、SO2、煤塵（ばいじん）の排出制限。[6] 
日本の資金による海外の石炭火力発電所と日本国内の発電所との比較
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図：地域の排出制限下で運用された日本の公的金融機関融資の石炭火力発電所に起因する、融資受け入れ国および近隣国における
年間若年死の予測数（黒）と、日本の排出制限に沿って運用された場合の年間若年死の予測数（赤）。不確実性の範囲は約50％（正確
な値は報告書本文の結果部分に記載）
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壊滅的な気候変動を回避し、若年死を含む石炭火力発
電所の排出による健康への影響を防ぐために、すべて
の国がただちに、石炭火力発電から自然エネルギーに
移行する必要がある。

各国は脱炭素経済に向けて協力し、日本はそのために
リーダーとしての役割を果たすべきである。 
日本が現在適用している非倫理的で致命的かつ、病気、
若年死、気候変動の原因となる石炭発電事業所の二重
基準の代わりに、日本の公的金融機関はこれらの国々
での自然エネルギーソリューションを支援する必要
がある。自然エネルギーと省エネは、新しい石炭火力
発電所を建設するよりも低価格になりつつあり、大気

図：2013年1月から2019年5月に日本の公的金融機関が融資を行った海外の石炭火力発電事業の所在地

汚染や気候変動の悪化ではなく、解決策を提供す
るものである。

国際的な動向に従って、日本の民間銀行、保険会
社、商社は、石炭火力発電所事業への投資を制限
するための第一歩をすでに踏み出している。ただ
し、日本の公的金融機関は、依然として他国の石
炭火力発電所に多額の投資を行っている。

日本政府はこれを終わらせ、石炭ではなく自然エ
ネルギーソリューションへの資金提供に公的金
融機関が確実に移行するよう、緊急の行動をとる
ことが求められている。

同時に、これらの石炭火力発電事業の受け入れ国
の政府は、石炭から自然エネルギーへの転換を進
めるとともに、既存の石炭火力発電所の排出基準
を大幅に厳格化することにより、安全で健康的な

環境に対する市民の権利を保護すべきである。こ
うした政策と投資の変化は、人々の健康と地球環
境の健康のために、そして地球の未来を守るため
に、今、加速されなければならない。

さらに、日本政府は、日本の石炭火力発電所に適用される排出基準を
満たしていない海外の石炭火力発電所への公的金融機関の投融資を
ただちに停止すべきである。
この致命的な二重基準を終わらせることで、数十万人の命を救うこと
ができる。
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写真：ジャワ州中部、ジェパラにある石炭火力発電所近くの浜辺で遊ぶ子供たちは、健康に対する潜在的な脅威に気付いていない。
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